
内
閣
衆
質
一
五
八
第
一
七
号

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
の
施
設
に
入
る
テ
ナ
ン
ト
の
選
定
及
び
適
正
使
用
料
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
受
領

答

弁

第

一

七

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
の
施
設
に
入
る
テ
ナ
ン
ト
の
選
定
及
び
適
正
使
用
料
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
内
閣
衆
質
一
五
六
第
九
六
号
）
別
表
の
「
店
舗
名
」
欄
に
記
載
し
た
店
舗
等
の

う
ち
、
無
償
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
約
五
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
見
返
り
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
の
施
設
を
無
償
で
使
用
す
る
者
は
、

当
該
施
設
を
、
無
償
使
用
の
根
拠
と
な
る
法
律
が
無
償
使
用
を
認
め
る
事
業
等
の
用
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、

国
家
公
務
員
共
済
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
が
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八

号
）
第
十
二
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
福
祉
事
業
に
使
用
す
る
た
め
に
無
償
使
用
の
許
可
を
得
た
国
の
施
設
は
、
専
ら
当
該
福

祉
事
業
の
用
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
に
つ
い
て

比
較
の
対
象
と
な
る
一
般
的
な
価
格
を
把
握
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
が
、
一
般
的
な
価
格
を
一
定
の
方
法
に

一



よ
り
推
計
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
、
推
計
し
た
一
般
的
な
価
格
よ
り
低
い
価
格
で
商
品
等
を
提
供
し
て
い
る
店

舗
等
に
係
る
お
尋
ね
の
点
を
お
示
し
す
れ
ば
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
組
合
が
行
う
福
祉
事
業
は
、
国
家
公
務
員
等
の

福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
職
務
の
能
率
的
運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。こ
の
福
祉
事
業
は
、

国
が
使
用
主
と
し
て
行
う
べ
き
福
利
厚
生
事
業
を
代
行
す
る
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、同
条
第
二
項
に
お
い
て
、

国
は
、
組
合
の
健
全
な
運
営
と
発
達
の
た
め
に
必
要
な
配
慮
を
加
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
同

法
第
十
二
条
第
二
項
で
は
、
各
省
各
庁
の
長
は
、
組
合
の
運
営
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
国
の
施
設
を
無
償
で
組
合
の

利
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
同
法
は
、
国
の
施
設
を
有
償
で
組
合
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
禁
止

し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
各
省
各
庁
の
長
は
、
組
合
が
行
う
福
祉
事
業
が
、
右
に
述
べ
た
目
的
と
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と

に
か
ん
が
み
て
、
国
の
施
設
を
無
償
で
組
合
の
利
用
に
供
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

国
の
施
設
を
無
償
で
利
用
し
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
組
合
が
業
者
に
経
営
を
委
託
し
て
福
祉
事
業
を
行
う
場
合
に
つ
い
て

も
、
右
に
述
べ
た
福
祉
事
業
の
目
的
と
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
組
合
が
直
接
経
営
し
て
福
祉
事
業
を
行
う
場
合
と
同

二



様
で
あ
る
の
で
、
組
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
を
無
償
で
当
該
業
者
に
利
用
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
組
合
が
行
う
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
と
性
格
を
踏
ま
え
、
適
切
に
運
営
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

国
の
施
設
を
使
用
す
る
店
舗
等
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
透
明
性
や
公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
で
き
る
限
り
公
募
に

よ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
室
、
郵
便
局
等
を
開
設
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
対
象

者
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
公
募
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
等
が
あ
る
。

先
の
答
弁
書
別
表
の
「
店
舗
名
」
欄
に
記
載
し
た
店
舗
等
の
う
ち
、
職
員
の
紹
介
に
よ
り
選
定
し
た
も
の
は
な
い
。
公
募

に
よ
り
選
定
し
た
店
舗
等
に
係
る
公
募
方
法
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
使
用
又
は
収
益
の
許
可
は
、
国
の
施
設
利
用
の
必
要
性
に
よ
り
、
一
方
的

に
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
使
用
者
は
、
民
間
施
設
の
賃
借
人
に
比
べ
不
安
定
な
立
場
に
あ
る
等
の
事
情
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
使
用
料
に
つ
い
て
、
賃
貸
借
関
係
に
あ
る
民
間
相
場
と
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。
ま

た
、
民
間
相
場
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
各
地
域
の
民
間
相
場
の
実
態
を
十
分
に
反
映
し
た
も
の
か
ど
う
か
必
ず
し
も
明

三



ら
か
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

使
用
料
の
算
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
別
紙
の
と
お
り
で
あ
り
、
個
々
の
使
用
料
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
施
設
の
管
理
を
行

っ
て
い
る
各
府
省
等
に
お
い
て
適
正
に
行
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
行
政
財
産
の
使
用
又
は
収
益
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
使
用
料
の
算
定
を
含
め
、
今
後
と
も
、
適
正
な

対
応
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

七
に
つ
い
て

組
合
が
国
の
施
設
を
使
用
し
、
業
者
に
経
営
を
委
託
し
て
福
祉
事
業
を
行
う
場
合
の
業
者
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
公
募
に

よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
を
除
き
、
業
者
の
選
定
を
で
き
る
限
り
公
募
に
よ
り
行
う
よ
う
、
「
国
家
公
務
員
共
済
組
合

が
国
有
財
産
を
使
用
し
、
業
者
に
福
祉
事
業
の
経
営
を
委
託
し
て
行
わ
せ
る
場
合
の
取
扱
要
領
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
十
六

年
二
月
十
四
日
蔵
計
第
二
百
四
十
五
号
）
を
改
正
し
、
組
合
に
対
し
て
指
導
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
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別紙  

第1 土地の使用料  

1 継続的使用料  

計算式 使用料＝前回の使用料axスライド率b  

a＝下記第4による調整前の前回の使用料とする。（以下同じ。）  

b＝財務局長等が、普通財産貸付料算定のため消費者物価指数及び地価変動率  

を基に一定の地域ごと又は用途地域ごとに設定した率による。  

2 新規使用料   

計算式 使用料＝使用許可財産の相続税評価額ax期待利回リb  

a＝使用許可期間の初日の直近における相続税評価額（使用許可期間の初日が  

9月以降であるものはその年の相続税評価額を用いる。）  
b＝「使用許可先例ごとに算定した使用料÷当該先例に係る相続税評価額」の  

平均値（いずれも直近改定時の数値を用いる。）  

（注）1期待利回リbは、新規に使用許可を行う財産の近隣地域内の使用  

許可先例ごとに求めた期待利回りの平均値とする（小数点第5位以  

下切捨て）。  

2相続税評価額とは、土地の現況地目に応じて「財産評価基本通達」  

（昭和39年4月25日付け直資産56直審（資）17国税庁長官  

通達）の規定に基づく路締価方式又は倍率方式によって算定された  

平方メートル当たりの価格に当該使用又は収益の許可に係る部分  

の面積を乗じて得た額をいう。  

第2 建物の使用料  

1 継続的使用料  

計算式 使用料＝A＋B  

A＝（前回の使用料axスライド率b）×経年による残価変動率c  
a＝建物のみ（土地を含まない）の前回の使用料  

b＝財務局長等が、普通財産貸付料算定のため消費者物価指数等を基に地域の  

実情を踏まえ設定した率による。  

c＝1－（（1一建物残存割合）÷建物耐用年数×前回算定暗からの経過年数）  
（注）建物耐用年数及び建物残存割合は、「減価償却資産の耐用年数等に関  

する省令」（昭和40年大蔵省令第15号）別表第一「機械及び装置以  

外の有形減価償却資産の耐用年数表」及び別表第十「減価償却資産の残  

存割合表」に定めるところによる。   

一
一
三



なお、建物の耐用年数が満了した時点以降において建物使用料を算定  

しようとする場合には、経年による残価変動率cは1．00に掘え置く  

ものとする。  

当該建物の建て面積に  当該建物のうち使用を許可する面積  
B＝  

相当する土地の使用料  当該建物の延べ面積  

（注）1土地の使用料は、上記第1によって算定したものとする。  

2 一棟の建物の延べ面積の5割以上を国以外の者に使用又は収益  

させる場合は、上記算式中「当該建物の建て面積」を「当該建物に  

通常必要な敷地面積」に読み替えて適用する。  

3 民有地上にある建物の使用料は、上記の算式中「使用料」を「地  

代相当額」に読み替えて適用する。  

2 新規使用料   

当該使用許可を行おうとする財産の近隣地域内に所在する、相手方の利用目的と  

類似している用途に供されている賃貸取引事例又は民間精通者の意見価格等によ   

り算定する。なお、これによりがたい場合は、使用許可先例により算定することが   

できるものとする。  

第3 土地又は建物以外のものの使用料  

実情に応じて使用料を定めるものとする。  

第4 前年次使用料との調整  

1使用又は収益の許可を更新するに際し、使用料が前年次使用料を超える場合  

第1又は第2に定めるところにより算定した額が、前年次使用料（前年次の期  

間が1年に満たない場合は、年額に換算した額とする。以下同じ。）の1．05  

億を超えるときは、前年次使用料の1．05倍の鋲をもって当該年次の使用料と  

する。  

2 使用又は収益の許可を更新するに瞭し、使用料が前年次使用料に満たない場合  

第1又は第2に定めるところにより算定した顛が、前年次使用料の8割に満た   

ない場合は、前年次使用料の8害りの額をもって当該年次の使用料とする。  
□   

一
一
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